
創立 80年記念事業 

全日本合唱連盟ロゴマーク募集 

 

一般社団法人全日本合唱連盟（以下「本連盟」という）は、1948 年 11 月に創設され、2027 年に創立 80

年を迎えます。この節目を祝うとともに、未来を見据えて、全日本合唱連盟のイメージをより魅力的なもの

にし、合唱音楽の普及向上を目的とする連盟の活動の象徴となる「全日本合唱連盟ロゴマーク」を、若手ア

ーティストを対象に募集します。 

 

＜現在のロゴマーク＞ 

 
 

募集要項 

 

１．応募資格 

次の両方の資格に該当する方。 

①大学や専門学校等でデザインを学んでいる方か学んだ方。 

もしくは、現在デザインを仕事にしている方。 

②2026 年８月 31 日(月)時点で、30 歳未満の方 

※未成年者による応募は、保護者の同意が必要です。 

 

２．応募作品 

①作品要件 

・「全日本合唱連盟」もしくは英語名称「Japan Choral Association」を入れてください。 

・ロゴマークの色はカラーとモノクロの 2 種類を提出してください。色数は指定しませんが、単色やモノ

クロでの使用や拡大・縮小での使用を考慮したデザインとしてください。 

・すべての人に見やすく、伝わりやすいユニバーサルデザインを心掛けてください。 

・応募者本人が創作した未発表のオリジナル作品に限ります。 

 未発表とは、印刷物、映像やウェブサイト等で公表されておらず、また、過去のコンクール等で入賞し

ていないものを指します。 

・ChatGPT など生成 AI による生成物は不可とします。 

・最優秀賞受賞作品の使用にあたっては、原案を尊重しながら、デザイン補正・修正を加えさせていただ

く、または受賞者にお願いする場合があります。 

 

②作品の主な使用範囲 

・各種印刷物 

・連盟旗 

・バッジ 

・大会の看板等 

 

③作品 

作品は電子データに限ります。 

ファイル形式を JPEG（カラーモードは CMYK 指定）、PNG、PDF のいずれかとし、解像度は 350dpi

程度、データサイズは 5MB 以内としてください。 

※最優秀賞を受賞した作品は、eps や ai などベクターデータを提供していただきます。 

 

 



３．応募方法 

 

（１）申し込み 

下記の申込フォームに必要事項を入力の上、ご応募ください。 

https://business.form-mailer.jp/fms/34a1574e349831 

 

（２）応募点数 

１人３点まで 

 

（３）募集期間 

2026 年 6 月 1 日(月)10：00－８月 31 日(月)17：00 必着 

 

（４）応募に関する注意事項 

・応募料は不要ですが、作品提出にかかる費用については、応募者の負担とします。 

・応募作品・書類や、提出された電子媒体は返却しません。 

・応募作品を提出後に修正することはできません。 

・応募多数の場合、選考通過者にのみ連絡いたします。 

・受付通知はいたしません。 

・送付中やメール送信中の事故で作品が届かない場合や、不可抗力の事故及び何らかの障害で作品を確認

できない等の問題が発生した場合、一切責任を負いません。 

 

４．選考・結果発表・表彰 

（１）選考 

一次選考を本連盟広報委員会で行ない、専門家を交えた最終選考で、採用作品となる最優秀賞 1 点と次点

の優秀賞 2 点以内を決定します。 

 

（２）結果発表 

一次選考結果は 9 月以降に応募者全員へメールでご連絡します。最終選考結果は、2026 年 11 月以降に

ウェブサイトや会報｢ハーモニー｣で発表します。 

選考過程や選考結果、選考理由に関する問い合わせには対応できません。あらかじめご了承ください。 

 

（３）表彰 

最優秀賞（採用作品）1 点   賞状、副賞（賞金 10 万円及び 2027 年度当連盟主催大会の招待状） 

優秀賞 （次点作品）2 点以内 賞状、副賞（賞金 2 万円及び 2027 年度当連盟主催大会の招待状） 

※2027 年 5 月 22 日に行なわれる「合唱ジャンボリー」で表彰式を予定しています。詳細は受賞者にご

連絡します。 

 

５．個人情報の取扱いについて 

（１）応募者の個人情報は適切に管理し、応募内容の確認、作品の選考・発表、受賞者への通知・表彰など、

本募集に関すること以外の目的では使用しません。 

（２）受賞された場合、応募者の氏名、住所（市町村名まで）、個人の場合は年齢を、連盟ウェブサイト・会

報・SNS 等で公表することがあります。 

 

６．著作権等について 

（１）最優秀賞受賞作品の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含みます）、商標権（商標出願

をする権利を含みます）、商品化権、使用権、その他の知的財産権及びそれらの出願をする権利、所有

権などに関するすべての権利は本連盟に帰属するものとし、受賞者は当該作品に関し著作者人格権を

行使しないものとし、商標登録、商品化に関する対価は無償とします。 

 

 

https://business.form-mailer.jp/fms/34a1574e349831


（２）応募作品が既発表作品と同一、酷似している場合、第三者の知的財産権の侵害となる場合（応募後に

侵害となった場合を含みます）、本募集要項に反している場合または法令に反している場合は、受賞結

果発表後であっても受賞を取り消すことがあります。また、既に賞金を授与した後にその事実が判明

した場合は、賞金・賞品（または賞品相当額）を返還していただきます。 

（３）応募作品について、第三者から権利侵害などの損害賠償が提起された場合、応募者自らの責任と費用

で解決してください。本連盟は一切の責任を負いかねます。なお、応募作品に関連して、本連盟が損害

を被った場合は、損害を賠償していただく場合があります。 

 

７．その他の注意事項 

（１）以下の応募は選考対象とはなりません。選考結果発表後に以下に該当する事実が判明した場合、受賞

を取り消し、応募者は賞金・賞品（または賞品相当額）を返還するものとします。 

・公序良俗に反するもの 

・政党その他の政治団体、宗教に関連するもの 

・特定の企業の営利活動を目的とするもの 

・特定の個人または団体の名誉を傷つけるおそれがあるもの 

・特定の人物をモチーフとするもの 

・応募内容に虚偽の記載があった場合 

・応募者の連絡先の記載がない場合や、応募者と連絡が取れない場合 

・受賞作品が既発表のものと同一もしくは類似の場合 

・第三者の知的財産権その他の権利を侵害するおそれがある場合 

・反社会的勢力などからの応募であると判明した場合 

・本募集要項に違反した応募がされた場合 

・その他、応募作品の使用にあたり疑義が生じた場合は、本連盟と応募者で協議の上、決定するものと

します。 

（２）募集要項に記載された事項は、本連盟の判断により、今後、変更または追加することがあります。 

（３）本連盟が選考結果を発表するまで、応募作品を他者に公表しないでください。 

（４）他のコンクールなどとの同一作品での重複応募は認められません。 

（５）応募をもって募集要項に同意いただいたものとみなします。 

 

 

＜お問い合わせ・送付先＞ 

〒104-8011 東京都中央区築地５－３－２ 朝日新聞東京本社内 

全日本合唱連盟事務局 

TEL.03-5540-7813（平日 10 時-18 時）／jcajim@jcanet.or.jp 

 

mailto:／jcajim@jcanet.or.jp

